
裏 表 裏 表内
封
筒

（内封筒）

何選挙

不在者投票

（外封筒）

都(

道
府
県)(

市)(

区)

(

町)(

村)

選
挙
管
理
委

員
会　

印

注
意　

こ
の
封
筒
に
は
、
何
も
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

こ
の
封
筒
に
記
載
ず
み
の
投
票
用
紙
を
入
れ
、
封
を
し

た
う
え
、
外
封
筒
に
入
れ
て
さ
ら
に
封
を
し
て
く
だ
さ

い
。

投
票
年
月
日
　
何
年
何
月
何
日
　
投
票
場
所
　
何
の
場
所

不
在
者
投
票
管
理
者

都
（
何
道
府
県
）
何
郡(

市)(

区)

何
町
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
（
何
々
（
船
舶

そ
の
他
施
設
の
名
称
及
び
不
在
者
投
票
管
理
者
を
記
載
す
る
こ
と
。））

氏　
　

名　

立
会
人　

氏　
　

名　

交
付
市
町
村
名

交
付
年
月
日
　
何
年
何
月
何
日

船
員
が
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
名
　
都
（
何
道
府
県
）

何
郡(

市)
(

区)

何
町

村

(
 
)

注
意　

投
票
者
欄
の
氏
名
は
必
ず
自
分
で
書
い
て
下
さ
い
。

□
在
外
選
挙
人
の
投
票
に
使
用

（
在
外
選
挙
人　

氏　
　

名
）

　

投　

票　

者　

氏　

名

（
代
理
記
載
人　

氏　
　

名
）

備
考
一
　
令
第
五
十
六
条
第
五
項
（
こ
れ
を
準)

用
す
る
場
合
も
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
は
、
外
封
筒
の
表
面
に
代
理
記
載
人
の
氏
名
を
記
載
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
外
封
筒
に
押
す
べ
き
都
（
道
府
県
）(

市)

（
区
）(

町)
(

村
）
選
挙
管
理
委
員
会
印
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
様
式
（
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院

　
議
員
の
選
挙
の
投
票
用
紙
の
様
式
）
の
備
考
五
及
び
六
並
び
に
第
六
号
様
式
（
船
員
の
不
在
者
投
票
に
お
け
る
投
票
用
紙
の
様
式
）
の
備
考
四

　
に
準
ず
る
。

三
　
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
令
第
六
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
令
第
五
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
在
外
選
挙
人
に
投
票
用
紙
等
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
外
封
筒
の
表
面
の
「
在
外
選
挙
人
の
投
票
に
使

用
」
の
□
に

を
つ
け
る
と
と
も
に
、
外
封
筒
の
表
面
に
当
該
在
外
選
挙
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

　外
封
筒
の
裏
面
の
括
弧
内
の
記
載
事
項
は
、
令
第
五
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
限
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

五

　外
封
筒
の
表
面
に
は
、
投
票
区
名
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
を
余
白
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

外
封
筒




